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福島県農業近代化資金保証料補助事業補助金交付要綱  

（平成 30年 3月 27日付け 29農経第 4196号福島県農林水産部長通知）  

（最終改正  令和  3年 8月 24日付け３農支第 2023号福島県農林水産部長通知）  

（趣旨）  

第１条  県は、東日本大震災に伴い発生した東京電力（株）福島第一原子力発

電所事故の影響により、避難区域や作付制限区域等が設定された 12市町村（田

村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉

町、浪江町、葛尾村及び飯舘村）の区域において営農再開した被災農業者、

及び県内において風評被害により経営に支障をきたしている被災農業者（以

下「被災農業者という。）が融資を受けるにあたり、農業近代化資金（以下

「近代化資金」という。）を融通する農業協同組合等融資機関に対する利子

補給に加え、債務保証に係る保証料の一部を補助し、被災農業者の負担を軽

減するため、福島県農業信用基金協会（以下「基金協会」という。）に対し、

福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和 45年福島県規則第 107号。以下「規

則」という。）及びこの要綱の定めにより、予算の範囲内で補助金を交付す

る。 

 

（補助の対象及び補助額） 

第２条 補助金は、基金協会が、本要綱第３条に定める農業者等の福島県農業

近代化資金利子補給要綱（昭和 46年４月 21日付け 46農経第 172号福島県農政

部長通知）第１条第１項第１号の規定に基づき利子補給を行う近代化資金の

債務保証を行う場合に、債務保証に要する保証料の２分の１を農業者等に代

わり、基金協会に対して交付する。  

２ 第１項で規定する補助の対象は、福島県が４月１日から翌年３月 31日まで

の間に利子補給承認したものに対し、基金協会が同期間内に債務保証を承諾

したものとする。  

３ 補助金を交付するにあたり、１円未満の端数が生じた場合には小数点以下

を切り捨てした額とする。  

 

（補助対象者の条件）  

第３条  第２条で規定する農業者等とは、福島県農業近代化資金融通措置要綱

（平成 14年 8月 7日付け 14年 8月 7日付け 14農経第 432号福島県農林水産部長通

知）第２の１の(5)に掲げる者とし、保証料の支払方式で一括前取方式を選択

する場合のみ対象とする。 
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（申請手続等） 

第４条  規則第４条第１項の申請書は、福島県農業近代化資金保証料補助事

業補助金交付申請書（第１号様式）によるものとし、その提出期限は知事

が別に定める日とする。 

  なお、申請書及び申請書に添付すべき書類の提出部数は１部とする。  

 

（補助金の交付の条件）  

 第５条 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は補助金

の増額が伴わない事業費の 30％以内の変更とする。  

 

（変更の承認申請）  

第６条 規則第６条第１項の規定に基づき知事の承認を受けようとする場合

は、福島県農業近代化資金保証料補助事業変更（中止又は廃止）承認申請

書（第２号様式）を知事に提出しなければならないものとする。  

 

（申請を取り下げることができる期日）  

第７条 規則第８条第１項の規定する別に定める期日は、交付の決定の通知

を受領した日から起算して 10日を経過した日とする。  

 

（概算払）  

第８条 知事は必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金につい

て概算払の方法により補助金の交付をすることができる。  

２ 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとする場合は、福島県農

業近代化資金保証料補助事業補助金概算払請求書（第３号様式）によるも

のとする。  

 

（状況の報告） 

第９条 規則第 11条の規定による事業の遂行の報告は、福島県近代化資金保

証料補助事業実施状況報告書（第４号様式）により、 10月７日までに行う

ものとする。  

 

（事業完了の報告）  

第10条 基金協会は、補助事業完了後速やかに福島県農業近代化資金保証料

補助事業完了報告書（第５号様式）を知事に提出しなければならないもの
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とする。  

 

（補助金の交付の請求）  

第11条 補助金の交付の決定を受けた基金協会は、事業が完了した場合は、

福島県農業近代化資金保証料補助事業補助金交付請求書（第６号様式） 

 を速やかに知事に提出しなければならないものとする。  

 

（実績報告）  

第12条 規則第 13条の規定による実績報告は、福島県農業近代化資金保証料

補助事業補助金実績報告書（第７号様式）によるものとし、その報告期限

は、補助事業完了の日（事業廃止について知事の承認を受けた場合におい

ては承認を受けた日）から起算して 30日を経過した日、又は補助金の交付

決定があった日の属する年度の３月 31日（補助金を全額概算払により交付

を受けた場合には、当該年度の翌年度の４月 20日。）のいずれか早い日ま

でに行わなければならない。  

 

（会計帳簿等の整備）  

第13条 基金協会は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を

整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５

年間保存しておかなければならないものとする。  

 

 

附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。  

 

  附 則 

この要綱は、平成30年９月19日から施行する。  

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年８月24日から施行する。  

 


